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介護行為による通勤の逸脱 ･中断事案に係る本省報告について

本年4月 18日､大阪高等裁判所は､勤務終了直後に合理的な通勤経路を逸

脱して義父宅に向かい､義父の夕食や入浴の介助等の介護を行い､その後､自

宅に向かって歩行中､通常の合理的な通勤経路に復する手前で走行中の原動機

付き自転車と衝突し負傷した事案が通勤災害に当たるか否かが争われた行政事

件訴訟について､控訴人 (国)の訴を棄却する旨の判決を行い､同判決は5月

2日に確定したところである｡

ついては､本省において､通勤 と介護の実態をより詳細に把握する必要があ

ることから､今後､介護行為による通勤の逸脱 ･中断行為としての労災請求が

なされた場合には､当課業務班通勤災害係まで､速やかに報告されたい｡



(参考)

搾り決の概要】

被控訴人(被災労働者)は平成 13年 2月 26日午後 6時 30分頃､勤務を終えた

後､すぐに合理的な通勤経路を逸脱して義父宅に向かい､午後 6時50分頃から

義父宅にて義父の夕食や入浴の介助等を行った｡午後 8時30分頃､義父宅を出

発し､自宅に向かって歩行中､合理的な通勤経路の 90cm 手前で走行中の原動

機付き自転車と衝突し負傷した｡

義父は85才の高齢であり､両下肢機能全廃により日常生活全般について介護

が不可欠な状態であった｡被控訴人は週 4日程度義父の介護を行い､被控訴人

の妻もほぼ毎日父のために食事の世話やリハビリの送迎をしてきた｡

これらの諸事情に照らすと､被控訴人の義父に対する介護は､｢労働者本人又

はその家族の衣､食､保健､衛生など家庭生活を営む上で必要な行為｣である

から､労災則第8条 1号 ｢日用品の購入その他これに準ずる行為｣に当たる｡

榊 本件事故当日の復器


